
（平成２２年９月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認大分地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大分厚生年金 事案 599 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のう

ち平成 14 年３月及び同年 12 月について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社Ｂ所における標準報酬月額に係る記録を、同

年３月は 36万円、同年 12月は 34万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、平成 14 年３月及び同年 12 月の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月１日から平成 17年 10月１日まで 

私は、Ａ社Ｂ所に勤務していた期間のうち、申立期間について、実際

に支給されていた給与額に見合う標準報酬月額より低い標準報酬月額が

記録されている。バブル経済期には、Ａ社のＣ職として営業成績も良く、

給与月額が約 50万円であり、厚生年金保険料を最高で４万円も控除され

ている月もあったと記憶している。      

申立期間の標準報酬月額を実際に支給されていた給与額に見合う記録

に訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見

合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 14 年３月及び同年 12 月について、



申立事業所が保管する当該期間に係る賃金台帳において確認できる保険

料控除額及び報酬月額から、同年３月は 36 万円、同年 12 月は 34 万円の

標準報酬月額とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明である旨回答しているものの、厚生年金基金の加入員記録

において、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録は社会保険事務

所（当時）の記録と一致しており、事業主は、「当時、厚生年金基金及び

社会保険事務所への届出が複写式であったと考えられる。」旨回答してい

ることから、事業主は、賃金台帳において確認できる報酬月額又は保険

料控除額に見合う報酬月額を届けておらず､その結果、社会保険事務所は、

当該報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間のうち、平成元年１月から同年７月までの期間、同年９月、

同年 10月、同年 12月、12年２月、14年１月、同年２月、同年４月から

同年 11 月までの期間、15 年１月から 16 年７月までの期間及び同年９月

から 17年９月までの期間の標準報酬月額については、オンライン記録上

の標準報酬月額が、申立事業所が保管する当該期間に係る賃金台帳にお

ける報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額を超える額である

と認められることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

３ 申立期間のうち、昭和 59 年 10 月から 63 年 12 月までの期間、平成元

年８月、同年 11 月、２年１月から 12 年１月までの期間、同年３月から

13 年 12 月までの期間及び 16 年８月の標準報酬月額については、申立人

が主張する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書、賃金台帳等の資料が無

いため、当該期間における厚生年金保険料の控除額を確認することがで

きない。 

このほか、申立人の当該期間に係るオンライン記録上の標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を上回る保険料が、給与から控除されていたこ

とをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間についてその主張する

標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 



大分厚生年金 事案 600 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②の船員保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のう

ち、申立期間②に係る資格喪失日（昭和33年８月31日）及び資格取得日（昭

和33年９月２日）を取り消し、申立期間②の標準報酬月額を１万2,000円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の船員保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月ごろから同年７月ごろまで 

  ② 昭和 33年８月 31日から同年９月２日まで 

  ③ 昭和 34年９月 15日から 36年 12月ごろまで 

申立期間①について、私はＡ県の学校を卒業した後に、Ｂ県Ｃ市で、

Ｄ職として昭和 31年４月ごろから同年７月ごろまでＥ社の所有するＦに

乗り組んだが、船員保険の被保険者記録が無いことに納得できない。 

申立期間②について、Ｆを下船後、Ａ社が所有するＧやＨに昭和 31年

７月ごろから 36 年 12 月ごろまで継続して乗り組んでいたが、33 年８月

31 日から同年９月２日までの期間について船員保険の被保険者記録が無

いことに納得できない。 

申立期間③について、Ａ社を退職したのは昭和 36 年 12 月ごろであっ

たにもかかわらず、34年９月 15日に船員保険被保険者の資格を喪失して

いることに納得できない。 

すべての申立期間について、船員保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、Ａ社に係る船員保険被保険者名簿の記録では、昭和31年７



月22日に船員保険被保険者の資格を取得し、33年８月31日に資格を喪失

後、同年９月２日に再度資格を取得しており、申立期間②について船員

保険の被保険者記録が無い。 

しかしながら、同僚及び申立人の勤務内容に係る具体的な供述から判

断すると、申立人は、申立期間②当時、継続してＡ社に勤務していたこ

とが認められる。 

また、Ａ社が所有するＨに乗り組んでいたとする同僚が、「Ｈは近海

での漁に出ていたので、一航海は約10日間から20日間であり、寄港する

際にはその都度約３日間の休日があったが、その間は給与計算の対象と

され、船員保険料も継続して給与から控除されていた。」と供述してい

るところ、前述の被保険者名簿において、当該同僚及び申立人の記憶す

るＨの船長については、船員保険の被保険者記録が申立期間②において

継続していることが確認できる。 

これらの事実を総合的に判断すると、申立人は申立期間②において船

員保険被保険者として事業主により給与から船員保険料を控除されてい

たものと認められる。 

加えて、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る

船員保険被保険者名簿により確認できる昭和 33年７月及び同年９月の標

準報酬月額から、１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る船員保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、商業登記簿によるとＡ社は昭和56年５月30日に廃業しており、事

業主及び船員保険事務担当者は既に死亡していることから確認すること

はできないが、事業主から申立人に係る船員保険被保険者資格の喪失届

や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所（当時）

がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の

記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る33年８月の船員保険料の納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立期間②に係る船員保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

２ 申立期間①について、申立人は、「Ｂ県Ｃ市Ｉ町に所在したＥ社の所

有するＦに乗り組んだ。」と主張しているところ、船舶所有者であるＥ

社については、当該船舶所有者に係る商業登記簿は確認できないが、日

本船名録により、ＦはＢ県Ｃ市Ｉ町に所在したＪが船舶所有者であった

ことが確認でき、期間は特定できないものの、申立人がＦに乗り組んで

いたことはうかがえる。 



しかしながら、船員保険事業所名簿によると、船舶所有者Ｊは、昭和

34年８月１日に船員保険の適用船舶所有者に該当することとなっており、

申立期間①においては船員保険の適用船舶所有者ではなかったことが確

認できる。 

また、申立人は、Ｊが所有するＦにおける同僚を記憶しておらず、船

舶所有者であるＪは居所不明であり、供述を得ることができないことか

ら、申立期間①における申立人の勤務実態及び船員保険料の控除につい

て確認することができない。 

３ 申立期間③について、申立人は、「私がまだ10代のころ、Ａ社が所有

するＨに乗り組んでいたときに高波に遭い、負傷して下船した記憶はあ

るが、下船した後も、会社から給与又は傷病手当金が毎月支給されてい

たので、給与又は傷病手当金から船員保険料が控除されていたと思う。」

と主張している。 

しかしながら、Ａ社に係る船員保険被保険者名簿において、申立人は

18歳であった昭和34年９月15日に船員保険被保険者の資格を喪失してい

ることが確認できる一方、申立人がＡ社において最後に乗り組んだとす

るＨについて、同船舶に乗り組んでいたとする同僚は、「昭和34年10月

ごろにＨは廃船となり、Ａ社が所有するＫに乗り換えた。」と供述して

いるところ、当該同僚が所持する船員手帳から判断すると、当該同僚は、

昭和34年10月ごろにＨからＫに乗り換えていることが推認できる。 

また、申立人がＨを下船した後の期間において、Ａ社から申立人に対

して、同社のＬ職として給与又は傷病手当金が支給され、当該給与等か

ら船員保険料が控除されていたか否かについては、前述のとおり当時の

船員保険事務担当者は死亡していることから、確認することができない。 

４ このほか、申立人の申立期間①及び③に係る船員保険料の各事業主に

よる控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①及び③について、申立人が船員保険被保険者として、船員保

険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



大分厚生年金 事案 601 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に

係る記録を昭和 52年 10月１日に、資格喪失日に係る記録を 54年１月１日

に訂正し、当該期間の標準報酬月額については、52 年 10 月及び同年 11 月

は 10万 4,000円、同年 12月から 53年 12月までの期間は 16万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52年１月１日から同年 10月１日まで 

  ② 昭和 52年 10月１日から 54年１月１日まで 

    私は、昭和 52年ごろから私の知人が居住していたＢ県Ｃ郡Ｄ町（現在

は、Ｂ県Ｅ市）で勤務した。申立期間①についてはＦ事業所でＧ職又は

Ｈ職として、申立期間②についてはＡ社でＩ職又はＧ職として勤務して

いた。 

    両事業所の社長はＪ氏だった。当該社長から命じられてＦ事業所から

Ａ社に異動したことを記憶しているのに、両事業所において厚生年金保

険の被保険者記録が無いことに納得できない。 

    両申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、勤務内容に係る申立人の具体的な供述、同僚

の供述及び雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人が、申立期

間②においてＡ社に勤務していたことが確認できる。   

また、Ａ社の社会保険事務を担当していたとする者は、「当時、入社し

た従業員は全員、厚生年金保険に加入させており、申立人の厚生年金保

険の加入手続もしたと思う。申立人が厚生年金保険に加入していないの



はおかしい。」と供述している上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票において、申立期間②当時、厚生年金保険の被保険者記録が確

認できる複数の同僚から、「当時、ほぼすべての従業員は厚生年金保険に

加入していたと思う。」、「申立人も厚生年金保険に加入していたと思う。」

と供述しているところ、前述の被保険者原票において、申立人が記憶し

ている複数の同僚すべてに厚生年金保険の被保険者記録が確認できるこ

とから判断すると、当時、申立事業所は、ほぼすべての従業員について

厚生年金保険に加入させていた状況が認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人と同年齢であり

同職種であったとする同僚のＡ社に係る昭和 52年 10月及び同年 12月の

健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から判断すると、同年 10月及

び同年 11 月は 10 万 4,000 円、同年 12 月から 53 年 12 月までは 16 万円

とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、適用事業所名簿において、申立事業所は既に厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなっており、これを確認することはできないが、仮

に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、

その後被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いず

れの機会においても、社会保険事務所（当時）が当該届出を記録していな

いとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の取得及

び喪失等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る昭和 52年 10月から 53年 12月までの保険料についての納入の

告知を行っておらず、事業主は、申立期間②に係る保険料を納付する義務

を履行していないものと認められる。 

２ 申立期間①については、勤務内容に係る申立人の具体的な供述及び同

僚の供述から判断すると、勤務期間を特定することはできないものの、

申立人が、Ｆ事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、事業所番号等索引簿によると、Ｆ事業所は、昭和 62年

８月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しており、申立期間①は厚

生年金保険の適用事業所に該当していないことが確認できる。 

また、Ｆ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、

複数の同僚は、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当することとなっ

た昭和 62年８月１日以降に厚生年金保険被保険者の資格を取得しており、

申立期間①における厚生年金保険の被保険者記録を確認することができ

ない上、同社の社会保険事務を担当していたとする者は、「Ｆ事業所が厚

生年金保険の適用事業所になる以前の期間は、従業員の給与から厚生年



金保険料を控除していない。従業員は国民年金に加入していたと思う。」

と供述しており、申立人を記憶する複数の同僚は、「申立期間①当時、Ｆ

事業所では厚生年金保険料は控除されていなかった。私は国民年金に加

入していた。」と供述しているところ、オンライン記録において、当該複

数の同僚は、申立期間①当時、国民年金に加入し、国民年金保険料を納

付していることが確認できる。 

さらに、Ｆ事業所の当時の事業主も死亡していることから、申立人の

申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる供述及び

関連資料を得ることはできない。 

  このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



大分厚生年金 事案 602 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は事後訂正の結果 62万円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75条本文の規定に該当す

ることから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 53万円と

されているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額

（62 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準報酬月額に係る記録を 62万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額（53万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年９月１日から同年 11月１日まで 

ねんきん定期便で標準報酬月額を確認したところ、申立期間に係る標

準報酬月額が他の月に比べて低いことが分かった。給与からは標準報酬

月額 62万円に相当する厚生年金保険料が控除されていたので、申立期間

の記録を訂正して欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、

当初 53万円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が消滅した後

の平成 21 年 12 月に 53 万円から 62 万円に訂正されたところ、厚生年金保

険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月額は、

当該訂正後の標準報酬月額（62 万円）ではなく、当初記録されていた標準

報酬月額（53万円）となっている。 

しかしながら、Ａ社が保管する申立人の申立期間に係る賃金台帳及びＢ

市が発行した平成 20年度所得・課税証明書によると、当該期間において申

立人が主張する標準報酬月額（62 万円）に基づく厚生年金保険料が事業主



により給与から控除されていたことが確認できる。 

また、Ａ社は、申立人から申立期間の標準報酬月額に係る記録に誤りが

あるとの指摘を受け、平成 19年度健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額

算定基礎届を確認したところ、19年４月分給与の支払基礎日数は 17日未満

であったにもかかわらず、これを 23日として届け出たため、社会保険事務

所（当時）において標準報酬月額が 53万円に決定されたことが判明したこ

とから、21年 12月４日、社会保険事務所に訂正の届出を行い、同月８日に

記録訂正の処理が行われている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間において、申立人が主

張する標準報酬月額（62 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人の申立期間に係る報酬月額の届出を社会保険事務所に対

して誤って提出し、また、当該期間に係る厚生年金保険料については、過

少な納付であったことを認めていることから、これを履行していないと認

められる。 

 



大分厚生年金 事案 603 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、すべての申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年 12月ごろから 46年３月ごろまで 

② 昭和 46年 12月ごろから 47年３月ごろまで 

③ 昭和 47年 12月ごろから 48年３月ごろまで 

私は、昭和 45年から 48年までの３年間のうち、毎年 12月から３月まで

は、Ａ社に出稼ぎに行き、同社でＢ業務に従事していたが、厚生年金保険

の被保険者記録が無い。 

すべての申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

勤務内容に係る申立人の具体的な供述及び同僚の供述から判断すると、すべ

ての申立期間に、申立人が、Ａ社にＣ職として勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申

立人が一緒にＣ職として勤務していたと主張する複数の同僚に係る厚生年金

保険の被保険者記録は確認できず、オンライン記録から、当該同僚は、すべて

の申立期間に国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していることが確認で

きるとともに、申立人についても、当該期間において、国民年金に加入し国民

年金保険料の納付について免除申請を行っていることが確認できる。 

また、Ａ社で、当時社会保険事務を担当していたとする者は、「正社員とＣ

職の社会保険の取扱いに違いは無かったと思うが、Ｃ職の社会保険事務手続を

行ったか否かについては覚えていない。」と供述している上、当時、Ｃ職の雇

用を担当していたとされる元専務から供述を得ることができないところ、同社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、厚生年金保険被保険者資

格を複数回取得及び喪失している者は確認できるものの、当該記録はすべて、

資格取得及び喪失の時期が異なっており、定期的な資格の取得及び喪失に係る

記録は確認できない。 



このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



大分厚生年金 事案 604 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 22年９月ごろから 23年８月ごろまで 

私は、Ａ社の下請け業者であったＢ事業所の従業員として、昭和 22 年９

月ごろにＣ県Ｄ町のＥ社Ｆ所から、Ｇ県Ｈ町（現在は、Ｇ県Ｉ市）のＪ社Ｋ

所（現在は、Ｌ社）に異動して作業に従事していたのに、申立期間に係る厚

生年金保険の被保険者記録が無いことに納得いかない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

勤務内容に係る申立人の具体的な供述及び同僚等の供述から判断すると、

勤務期間を特定することはできないものの、申立人が、Ｊ社Ｋ所においてＡ

社の下請け業者であったＢ事業所の従業員として作業に従事していたことは

うかがえる。 

しかしながら、適用事業所名簿において、Ｂ事業所は厚生年金保険の適用

事業所ではなかったことが確認でき、法人登記簿においても確認することは

できない。 

また、Ｂ事業所における所長を含む当時の複数の同僚は、既に死亡又は連

絡先が不明であり、連絡が取れた同僚のうち、Ｊ社Ｋ所で同事業所に所属し

申立人と同様の作業に従事していたとする者は、「19 歳又は 20 歳のころに、

Ｂ事業所の所長に声をかけられて、申立人を含む地元の者約３人と一緒にＪ

社Ｋ所で勤務した。日雇いであり正社員ではなかった。厚生年金保険には加

入していないと思っていた。」と供述している。 

さらに、Ｌ社は、「当社が保管する資料から、昭和 34年ごろから 40年ごろ

までの期間において、Ａ社に業務委託していたことはうかがえるが、それ以

前のことは不明である。当社の保管する厚生年金保険被保険者資格取得届及

び喪失届には、委託先の従業員等は含まれていないことから、当社において、

委託先の従業員に係る厚生年金保険の加入等に係る手続は行っていなかった



ものと思われる。」旨を回答しているところ、Ｊ社Ｋ所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿において、申立人がＥ社Ｆ所で一緒に勤務し、同時期に

申立事業所に異動したとする同僚及び申立事業所で一緒に勤務していたとす

る複数の同僚についても、申立期間において厚生年金保険の被保険者記録が

無い。 

加えて、Ａ社Ｍ支店は、「当時の資料が無いため申立内容について確認する

ことができないが、当時、申立人のようにＮ業務に従事していたのは当社の

正社員ではなく、下請業者の従業員であったと思われる。下請業者の従業員

については、当社において厚生年金保険の加入手続は行っていなかったもの

と思われる。」と回答しているところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿において、申立期間当時、申立人及び前述の同僚に、厚生年金保険

の被保険者記録が確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



大分厚生年金 事案 605 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、すべての申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52年４月８日から同年６月 28 日まで 

② 昭和 52年６月 28日から 53年３月 30日まで 

③ 昭和 53年４月８日から 54年３月 30日まで 

④ 昭和 54年４月５日から同年６月１日まで 

私は、申立期間①はＡ事業所で、申立期間②はＢ事業所で、申立期間③は

Ｃ事業所で、申立期間④はＤ事業所で、Ｅ職としてそれぞれ勤務したのに、

厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

勤務したことは間違いないので、すべての申立期間について厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①から③については、勤務内容に係る申立人の具体的な供述及び

申立人の保管するＦ県が発行した勤務記録カードから、申立人が、当該期間

において、Ａ事業所、Ｂ事業所及びＣ事業所でＥ職としてそれぞれ勤務して

いたことは確認することができる。 

しかしながら、Ｆ県は、「Ｇ及びＨに勤務するＥ職を含むＩ職に係る厚生

年金保険の手続は、各事務所で行っていた。」旨回答しているところ、Ａ事

業所、Ｂ事業所及びＣ事業所を管轄していたＦ県Ｊ事務所は、「申立期間①

から③において、申立てどおりの届出及び保険料を納付していたことを確認

できる関連資料は無いため、不明である。」旨回答している。 

また、Ｆ県の保管する昭和 52年度及び 53年度のＦ県職員録によると、申

立人と同様にＪ事務所管内のＧ及びＨでＥ職として在籍していた同僚らは

複数確認できるものの、同事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票

では、当該同僚について、申立期間①から③における厚生年金保険の被保険



者記録が確認できないことなどから判断すると、事業主は、申立期間①から

③当時、Ｉ職については、必ずしもすべての者を厚生年金保険に加入させて

いたとは限らない状況がうかがえる。 

２ 申立期間④については、勤務内容に係る申立人の具体的な供述及び申立人

の保管するＦ県が発行した勤務記録カードから、申立人が、当該期間におい

て、Ｄ事業所でＥ職として勤務していたことは確認することができる。 

しかしながら、Ｆ県は、「Ｇ及びＨに勤務するＥ職を含むＩ職に係る厚生

年金保険の手続は、各事務所で行っていた。」旨回答しているところ、Ｄ事

業所を管轄していたＦ県Ｋ事務所は、「申立期間④において申立てどおりの

届出及び保険料を納付していたことを確認できる関連資料は無いため、不明

である。」旨回答している。 

また、Ｆ県の保管する昭和 54 年度のＦ県職員録によると、申立人と同様

にＫ事務所管内のＧ及びＨでＥ職として在籍していた同僚は少なくとも 50

人確認できるところ、同事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票で

は、当該同僚のうち３人に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる一方、

多数の者については申立期間④における被保険者記録が確認できない。 

さらに、前述のＦ県職員録においてＥ職として在籍していたことが確認で

きる同僚のうち、申立人と同様に昭和 56 年６月１日にＭ共済組合員の資格

を取得している者が複数確認できるところ、前述の被保険者原票において、

当該同僚は申立期間④について厚生年金保険の被保険者記録が確認できな

いことなどから判断すると、事業主は、申立期間④当時、Ｉ職については、

必ずしもすべての者を厚生年金保険に加入させていたとは限らない状況が

うかがえる。 

３ このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年金

保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


